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当社株式の時価総額が3億円以上になったことについて 
 

 

当社株式は、平成21年1月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が3億円以上となり、東京証

券取引所上場廃止基準（東京証券取引所有価証券上場規程第603条第1項第5号a）に該当しないこととな

りましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．当社株式の時価総額について 

 当社株式は、平成20年7月の月末時価総額が5億円未満となったことにより、東京証券取引所上場

廃止基準（東京証券取引所有価証券上場規程第603条第1項第5号a）により、東証マザーズ上場廃止

の猶予期間に入りました。当初の猶予期間は平成21年4月末でしたが、その後、東京証券取引所が

3ヶ月（平成20年10月から平成20年12月）の時価総額基準の適用停止を決定したことから、猶予期

間は平成21年7月末に延期されておりました。その後、東京証券取引所が平成21年1月13日付で

「上場株券に係る時価総額基準の取扱いについて」を公表し、東証マザーズにおいて平成21年1月末

から同年12月末までの期間において適用される時価総額基準が3億円に変更されているところ、当社

株式の平成21年1月における月間平均時価総額及び月末時価総額が3億円以上であったことから、当

社株式は上記上場廃止基準に該当しないことになりました。 

 

 （ご参考） 

（１） 平成21年1月の月間平均当社株式時価総額             363,378,344円 

（２） 平成21年1月末（1月31日）現在の当社株式時価総額   365,285,000円 

（1月末終値 21,500円 × 1月末上場株式数 16,990株） 

 

２．今後の見通し 

   当社は、平成 20 年 10 月 29 日付け「事業の現状、今後の展開等について」によりお知らせいたしま

したとおり、当社が展開する中古カー用品・バイク用品の買取・販売事業は、地球温暖化並びに大量消

費型社会から循環型社会への変革に大きく貢献できるものと考えており、この社会的貢献への一役を担

う為、リユース事業の活性化に努めてまいります。 

   また、平成21年1月14日に開始いたしました自己株式の公開買付けにつきましては、当社は引き続

き、業績の成果に応じた利益配当を維持しつつも、過去に蓄積いたしました利益の一部を株主の皆様へ

還元することが最善の策であると考えており、当社の資本効率を改善し株主資本利益率を向上させるこ

と、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすること、さらには、当社信用力を向上させ

ることを目的に、予定どおり実施を継続いたします。 

以 上 


